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1． 本ガイドラインの対象について 

・（石見理事）全体会議を踏まえて修正したガイドライン対象範囲のスライドの紹介 

【主な変更点】 

 データ種別のよる分類ではなく、サービス内容によって分類 

 サービス内容は、3 区分としている。 

- 医療としてのサービス（診療）⇒3 省 2 ガイドライン 

- 医療機関との連携がある PHR サービス⇒PHR ガイドライン（連携イン

ターフェイス部分は 3 省 2 ガイドライン） 

- 医療機関との連携がない PHR サービス⇒PHR ガイドライン 

  



 

 ＜議論＞ 

 （長島委員）情報の発生源および入手方法も重要である。入手方法としては、

「医療機関から直接入手」「マイナポータルを使って本人が入手」「民間事業

者が API を介して入手」がある。発生源および入手方法を図に含めると複雑に

なるが、この観点も踏まえておく必要がある。 

 （大神理事）会社の定期健康診断データは「医療機関の診断対象外」になって

いるが、ほとんどの人が自分の健康診断情報を経年的に持っている。就業実態

の情報（就業・残業時間、勤務形態等）も本人の健康データとして重要であ

る。このような企業や本人からの情報は、Person Generated Data（PGD）と

して産業医に届く。健診情報と EHR 等の企業外の情報の連携についても考える

必要がある。本人にとっては、医療と健診で行われる行為は変わらないので、

これらの情報は連結されている必要があると思う。また、両立支援という観点

では、EHR と就業情報・生活情報との連結が鍵になるので、この点においては

PHR 視点で議論が必要と考える。 

 （石見理事）データの種別が違っても、サービス内容に集約されるので、デー

タ種別を細かく分けると整理が困難になる。ただし、産業医の位置づけについ

ては記載が必要である。産業医に関連する情報は、「医療」と「医療に付随す

る（ヘルスケア）」の部分があり複雑だが、まずは「サービサー視点」で明確

に分けた方がよいと思う。 

 （長島委員) 対象となるデータを基準にまとめるのはよいが、産業医に関連す

る情報については、実際のガイドラインに落とし込む際の観点（要素）とする

と整理しやすくなるのではないか。健診に関しても、行政保健の 2 次健康診断

は、電子化される方向にあり、今後は労働面と生活面でしっかり指示を出すよ

う改正される重要な点なので、PHR ガイドラインの対象範囲に加えるべきだと

考える。 

 （大神理事）現状は、労災の 2 次健診のデータの産業保健の現場での活用は、

かなり脆弱である。 

 （長島委員）現状では活用されていなくても、本来は、「産業医・かかりつけ

医との連携」「職域での連携」は、個人にとって極めて重要であると思う。 

 （石見理事）医師の診断があるものは、「PGD とはしない」とすることでいい

か。 

 （長島委員）健康・医療・介護情報利活用検討会で、マイナポータルで閲覧で

きる情報に「傷病名」を含めるかという議論があった際、現状ではリスクにな

る可能性があると意見をした。理由は、がんや精神疾患は、単に病名を告げる

だけではなく、病状の説明の一部として傷病名を伝えることがあるからであ

る。レセプトの場合は、「本人に理解しやすい形で告げる病名」と「診療報酬

請求のための病名」は違うので、その点について環境整備されるまでは、「傷

病名」を閲覧項目に含めるべきではないと思っている。そういった点では、診



断が加わったものは情報としては特殊であり、影響も大きいので、シンプルな

データとは分けるべきだと思う。 

 （大神理事）健康診断での問診における既往歴（個人による記載）の質が問題

になる一方で、問診データ自体は PGD に入ってくるので、その線引きは難し

い。 

 （長島委員）診療の場面において、「診断データ」と「本人の持っているデー

タ」を照らし合わせることになるのでは。問診データは、客観的なデータなの

で、本人がすでに持っているデータという判断でよいのでは。 

 （石見理事）診断（医師の判断または説明が入っているもの）は、PHR ガイド

ラインの範囲に含めないことでよいか。この点は重要であり、きちんと線引き

できると PGD の安全な活用に繋がると思う。 

→出席者より異議なし 

 

 （石見理事）健診機関は、3 省 2 ガイドラインでは医療機関の中には含まれて

いないが、本ガイドラインでは医療機関に含めるということでよいか。 

 （日医総研 吉田様）ガイドラインの対象範囲スライドの「診断情報」は、

PGD（医療機関で記録された情報）の枠内に入る。特定健診/保健指導は、「医

療機関での情報」には含まれない。現在、マイナポータルで提供する範囲は、

医療機関の情報と重ならない部分のみである。健康診断/人間ドックは契約で成

り立つので、医療情報の枠には入らないが、精密検査や二次健診等で、「健

診」から「疾病の疑い」に移る時点で、医療機関の情報になるので、一部重複

する部分も出てくる。特定健診の「高齢者医療確保法」と定期健康診断の「労

働安全衛生法」の立て付けをもとに、ステークホルダー関係図および法制関係

図を、産業保健分野も含めて、別途作成した上で、スライドを修正するとわか

りやすくなるのでは。内閣府の「AI ホスピタル」で、リファレンスアーキテク

チャーを作成している。ここに、ステークホルダー関係図、法制関係図、契約

関係図、データの流れ図、契約関係図が求められる。本会議では、リファレン

スアーキテクチャーの観点では「ビジネス関係図」となるが、民間 PHR 事業者

が気になる点かと思うので、「契約関係図」と「データの流れ図」を作成し

て、法律に基づいているという立て付けの流れが見えると、進めやすくなると

思う。 

 （石見理事）「健診サービス」の部分についてご説明の際に、「医療機関/健診

機関」と捉えて聞いていた部分もあったので、この点についても用語の整理が

必要だと思う。 

 （日医総研 吉田様）健診サービスの中で、「特定健診」については医療に含ま

れない。法律で、特定健診の場合は、健診実施機関として支払基金で登録され

て初めてできるものであり、医療機関は一般的に保険診療で、保険医療機関番

号を支払基金に登録されている。一般の健康診断や人間ドックは、保険医療機

関番号があれば健診を実施ができるが、特定健診に関しては、国が決めた健診

実施機関番号を支払基金に届け出をする必要があるので、基本的に区別されて



いる。医療機関では、「健康診断」と「検査診断」の両方の取扱いが可能で、

特定健診は、「特定健診」という名称で切り分けて記載する必要がある。 

 （石見理事）産業医は、「診療契約以外のサービス提供」のフロー内で細分化

するという理解でよいか。 

 （大神理事）健診は、診療報酬がない部分での情報流通になる。しかし、最終

的には、就業措置のサービスは、「PHR を用いるサービス」になってくる。こ

のサービスには、「企業」に対する面と「個人」に対する面があり、「PGD 情

報」＋「就業情報」で判断するので、PHR の有用性を発揮できる例と言える。

健診機関、事業場、産業保健スタッフのデータ受け渡しの流れも関係図の中に

含めるほうがよいと思う。健診機関の中には、健診のみ実施する機関もある

が、その場合はどうなるのか。 

 （日医総研 吉田様）例えば、巡回健診では、拠点として診療所の届け出が必要

なので、実施主体は「医療機関」となる。健診の場が移動するだけで、一般の

健康診断と同じ立て付けとなる。 

 （大神理事）ガイドライン対象範囲の図は修正するが、診断情報については、

「PGD に含めない」とすることで問題ないか。 

 （石見理事）この図に「健診」「産業医業務」を落とし込んで、委員の皆様に

メールで回覧してご意見をいただくようにしたい。大神理事が以前共有いただ

いた資料も参考にしたい。 

 （長島委員）分類の際に、きっちり分けることができないもの（ケースバイケ

ースの場合、または、2 つのカテゴリーにまたがる場合）は、両カテゴリーに

またがる場合があるということで、無理に峻別しなくてもよいと思う。 

 （石見理事）健診情報（健診～結果説明～受診勧奨まで）は、「診療契約以外

のサービス提供（ヘルスケア）」のフローにまとめるという理解でよいか。 

 （日医総研 吉田様）そのような理解でよい。産業医については別途、記載でき

るとよい。 

 （石見理事）産業医についても、「診療契約以外のサービス提供（ヘルスケ

ア）」のフローでまとめることでよいか 

 （大神理事）その形でよいと思う。あと、「自分で管理している健康以外の情

報」の並列で、「就業情報」を加えていただくとよい。 

 （石見理事）その方向でまとめなおし、改めて共有したいと思う。 

 （島本部会員）情報部会での論点の共有。 

- 購買情報は、「セルフメディケーションの情報」や「将来的に入手可

能となるであろう情報」も含むことを想定 

- 診断情報をどこまで含めるか 

- 「医療機関システムとのデータ連携あり」のフローにおいて、PHR ガ

イドラインの範囲をより明確にする必要がある 

 （長島委員）購買・行動履歴はかなり広範囲になるが、すべてをここに含める

のは難しいのではないか。PHR 事業者に関係しない情報もあるかと思うので、

他の情報（食事・睡眠等の情報）と同列で記載するのは少し疑問に思う。 



 （大神理事）購買情報は、自動的に購買・行動に入手するデータを指している

のか。 

 （島本部会員）自動的に入手するデータか、自分でスマホ・手帳等に記録する

データかどうかは関係なく PGD に含まれるという認識である。その情報を「医

療」と「PHR」のどちらで活用するのかは、サービサー次第で区別されるとい

う理解でまとめている。 

 （大神理事）サプリ等の購入は、自分で管理する情報になるのでは。 

 （島本部会員）自分で管理する情報だが、この図では「医療」または「PHR」

のどちらで使うのかを示している。「購買/行動情報」はあくまで例として挙げ

ている。全体会議で、「取り扱う情報を制限してしまうと、今後の PHR サービ

スの拡がりを狭めてしまう」という意見もあったため、幅広い情報を扱うとい

う一例として記載している。 

 （石見理事）現時点では、データも入り得るという例として挙げている。今後

リスクがありそうな情報があれば、それを言及するようにできればよい。 

 （長島委員）「健康以外」とすると、あらゆる情報が含まれるので、表記を工

夫した方がよいと思う。 

 （石見理事）「健康に関連しうる情報」に修正したい。また、「自分で管理し

ている」という表記も不要だと思う。 

 

2． 本ガイドラインにおける用語・定義について 

 （立山部会員）本ガイドラインに関わる用語定義について、事務局で用意した

用語集（案）について説明 

 

＜議論＞ 

「管理・閲覧機能」 

 （長島委員）「管理・閲覧機能」で、「管理」「閲覧」を具体的に定義しない

といけないのではないか。 

 （石見理事）クラウドで保存するだけでも対象になると考えている。一部は医

療に関連する情報を持ちうる可能性があると思うので、それをクラウドで保存

するだけの場合も対象としておいて、注意喚起できるようにしておく方がよ

い。その上で、その情報を活用する場合は、さらにルールを設ける形とするの

がよいと考えている。その観点では、「保存」だけの場合も明記しておいた方

がよいかもしれない。 

 （長島委員）その場合は、「保存・管理・閲覧」とするほうがよいのでは。た

だし、ただ単に保存するだけのものを PHR サービスと言えるのかは難しいとこ

ろがあるし、それを保存する以上は、クラウド側の守るべきこともあると思う

が、その点は「医療情報安全ガイドライン」の対象になる可能性もあるので、

しっかり検討する必要があるのでは。 

 （石見理事）この点については、国の方針に合わせた方がよいと思うので、国

に確認する論点として残しておきたい。 



 （石見理事）PHR に関する議論のポイントの齟齬を避けるために、「PHR」の

用語の定義は、「PHR 仕組み全体を指すもの（厚労省の資料の引用）」とし、

議論の際には、その中に「PHR データ」「PHR サービス」など具体的に表現

して説明できるとよいと思う。 

 

    「PGD」 

 （長島委員）PGD に関しては、ガイドラインの対象範囲の図と今後の議論との

整合性が取れるように微調整するとよい。 

 

「医療情報」「健康情報」 

 （石見理事）「医療情報」については、「3 省 2 ガイドラインでカバーできて

いない点を本ガイドラインに記載する」という立て付けがわかりやすいと思

う。国の定義が不十分であれば、提案することもできる。 

 （石見理事）「総務省・経産省ガイドライン」と「厚労省ガイドライン」は若

干記載が違うが、基本的な内容は大きく変わらない。 

 （大神理事）「医療情報」「健康情報」は重なる部分があるのか。情報の集合

の関係性がわかりにくい。 

 （立山部会員）「健康情報」は明確に定義されたものが少なく、労働者の健康

情報の取扱いの手引きを引用しているため、現記載では PHR における健康情報

を示すには不十分かと思う。 

 （大神理事）「医療情報」は診療報酬に基づくもの、「健康情報」は診療点数

がつかないが医療・健康に関する情報となると思う。その場合、がん検診はと

どういう位置づけになるか等、明確に区別できない部分が出てくるのではない

か。 

 （石見理事）基本的には、一部オーバーラップするが、区別できる方がよいと

思う。 

 

「医療機関」 

 （大神理事）今までの議論では、健診機関は医療機関に含まれるとしていた

が、3 省 2 ガイドラインでは健診機関は医療機関の中に含まれていないのか。 

 （立山部会員）3 省 2 ガイドラインでは、医療機関に中に、「健診機関」は明

記されてない。 

 （大神理事）健診機関は「診療所」に準ずる形になるのであれば、健診機関も

医療機関に含まれるという認識でよいか。その場合は、「健診機関を含む」と

いう表現を追記するほうがいいのでは。 

 （日医総研 吉田様）「健診機関を含む」ということを追記するのが正しいと思

う。基本的に、健診機関は医療行為を行っていることになる。それを保険診療

で行っていれば「医療機関のデータ」となり、健診として受託して行っていれ

ば「健診機関のデータ」のとなる。 



 （長島委員）吉田氏が説明された内容を、「医療機関」の定義に含めるとよい

と思う。 

 

「一次利用」「二次利用」「第三者提供」 

 （石見理事）「一次利用」「二次利用」という言葉は、主語（誰に対しての利

用か）によって異なるが、医療機関が用いる場合は「一次利用」、医療機関外

で用いる場合は「2 次利用」という趣旨で使われることが多いように思う。し

かし、PHR の議論においては、本人視点での「一次利用」「二次利用」とする

方がよいかと思うので、この点の整理が必要だと思う。 

 （大神理事）本人が使うことを「一次利用」、匿名で広域に使うことを「二次

利用」という認識でよいか。 

 （石見理事）本人にとっても「一次利用」という視点で議論を進めた方が、本

ガイドラインの趣旨には合致していると思う。 

 （長島委員）PHR においては、「本人のために使う」こと前提とすることが重

要。「第三者提供」に関する解説もあった方がよいと思う。二次利用の中で

も、自治体や保険者等が使う場合と、製薬メーカーや研究機関に提供する場合

は、国民のイメージも違うため、その点も整理できるとよい。民間事業者とし

ても、その点を明確にすることは、ビジネスとして成立するかにおいて重要で

ある。 

 （日医総研 吉田様）その点は、個人情報保護法における機微情報の「医療情報

の取扱い」と「健診情報の取扱い」に記載があるので、「第三者」という言葉

は整理できるが、「一次/二次」という記載はない。ただし、「第三者」の取扱

いの記載が個人情報保護法のみでよいのかは疑問である。自治体によっては、

個人情報保護条例で取り扱いが変わるので、一言で「第三者提供」を定義する

ことは難しいと思う。「健診」における一次利用者は、契約者であれば、保険

者・受検者と医療機関になる。医師が記載したデータで、問診等の結果を本人

に返すことになるため、医師も一次利用者になる。「医療」における一次利用

者は、患者と医師になる（診断するために必要な情報になるため）。「二次利

用」と「第三者提供」は切り分けて考えた方がよい。「第三者提供」は個人情

報保護法の範疇になる。臨床検査センター等への提供は業務委託なので、その

データは第三者提供にも二次利用にもならない。データの起点は医師なので、

どこまでが「二次利用」「第三者提供」となるかを考えると範囲を決めやすく

なる。 

 （長島委員）すべてを定義に記載することは難しいので、項目（本文）に「二

次利用」「第三者提供」「本人同意」を含めるようにするとよい。これらの点

は、民間 PHR 事業者にとっても重要な部分になるので、きちんと項目建てをす

ることが必要と考える。 

 （日医総研 吉田様）第三者提供の場合は、「保管」について、定義とは別に、

記載が必要かと思う。「医療」も「健診」もデータ保存の義務があるので、保

存期間についても規定またはルールを定める必要があるのでは。 



 （石見理事）その医療・健診のデータ保存義務は、本ガイドラインの範疇外に

なるのでは。医師も一次利用者という考え方は、診療契約のもとでのサービス

提供になる。「診療契約以外でのサービス提供」においては、一次利用の考え

方も異なるので、区別して表現することが必要になるのでは。 

 （島本部会員）情報部会では、「何に対する一次利用か」で定義が曖昧になる

ので、「●●による（〇〇を目的とした）一次利用」と表現するほうがよいと

いう議論になった。しかし、本 PHR ガイドラインでは、一次利用はあくまで

「本人のための利用」と定義するとよいのではないかと思う。 

 （石見理事）一次利用に関しては、本議論を踏まえて改正案を提示したい 

 

「リコメンドサービス」「医学的な安全性・有効性」 

 （石見理事）この用語については、定義は大まかな記載とし、ガイドラインの

本文中に、具体的なユースケースを含めて記載できるとよい。 

 （長島委員）リコメンドサービスは、最も重要な点になるので、議論で上がっ

た内容を定義として記載するとよいのでは。他の用語についても、議論を踏ま

えて、改めて詳細を記載する形でよいのでは。 

 （立山部会員）本用語集は共有させていただくので、ご意見があればメールで

ご連絡いただきたい。 

 （石見理事）議論の過程で他に定義した方がよい用語がある場合は、随時ご意

見いただければと思う。この間の議論を通じて用語集を完成させたい。 

 

3． 本ガイドライン策定における提言をまとめる項目の抽出について 

 （立山部会員）ガイドライン構成案を踏まえて、医療専門部会でのレポート

（提言）の項目およびフォーマットを紹介。 

 （大神理事）リコメンドには、産業保健の就業措置も含まれるという認識でよ

いか。 

 （石見理事）リコメンド（サービス）の対象が「事業者」になる場合は、産業

保健についても含まれる可能性はある。 

 （長島委員）その点については、だれが「一次利用者」になるのかで整理でき

るとよい。オンライン診療のガイドラインでは、医師以外の健康相談の場合

は、あくまで一般的な医学的情報の提供・受診勧奨にとどめ、個別の対応は行

わないこととなっている。医師による健康相談でも、個別の状態を踏まえた診

断を伴わないこととしている。 

 （石見理事）オンライン診療における健康相談の部分は、本ガイドラインにも

重なる部分のように思うが、そのような理解でよいか。 

 （長島委員）かなり重なる部分はあると思うので、「オンライン診療のガイド

ライ」は参考の一つになるかと思う。 

 （大神理事）産業医業務の中で、遠隔面談による「復職」あるいは「保健指

導」については同じフォーマットになると思う。 



 （長島委員）その点は、まさに「安全性・有効性」に直結する部分であると思

う。現在行われているサービスをリストアップしてみるとよい。 

 （石見理事）本日の議論では、「PHR サービスにおけるリコメンド機能の安全

性・有効性についてまとめていくこと」以外、テーマがあるかを確認したい。 

 （島本部会員）情報部会のレポート項目の紹介 

 （石見理事）情報については国が定める範囲が大きくなるという前提があるの

で、国がカバーしない部分を補う方針である。リコメンド機能については、国

での検討は難しい部分なので、本会議で先行して議論し、質を担保できるよう

なルールを提案できるとよいと考えている。 

 （長島委員）安全性・有効性に関しては、リコメンドの根拠（ロジック）のた

めには、学会のガイドライン等が反映されているかが重要となる。また、かか

りつけ医や産業医に繋がるものになっているかが極めて重要である。PHR 事業

者が対象とする範囲（または、リスクが発生する範囲）を定める方が、民間

PHR 事業者としても活動しやすいものになるのでは。 

 （石見理事）その点を基本的な考え方に記載し、それを踏まえた具体的な提言

とすることをイメージしている。まずは、「安全性・有効性」にフォーカスし

て進めることでよいか。 

⇒出席者より異議なし 

 

 （石見理事）基本的な考え方の論点について、ご意見をいただけるとよい。 

 （大神理事）EHR と PHR の接点および互換性についてはどこの部会が担当す

るか。 

 （石見理事）情報部会でも「ポータビリティ」という観点で検討することにな

っているが、医療部会においても、医療との繋ぎとして「安全性・有効性」の

視点から記載してもよいと思う。 

 （長島委員）基本的な考えとしては、「EHR と一体的な運用を行い、かかりつ

け医・産業医との橋渡しとなることが、安全性・有効性を保つことになる」と

いうことを明記するとよいと思う。 

 （石見理事）その点を大切しつつも、医療者が繋がっていないサービスを妨げ

ることはよくないと考えている。セルフケアを促しつつ、PHR サービスの拡が

りを後押しすることも必要。「PHR サービスの拡大」と「安全性・有効性確認

のため医療との連携」の両立が重要だと考えるので、その点もしっかり明記し

たい。 

 （長島委員）「安全性を確保できるしくみ」や「医療者との連携が必要な範

囲」等、事業の展開におけるルールをある程度設定してあげた方がよいので

は。 

 （石見理事）事業の展開の仕方等を提示していきながら、しくみを継続するた

めの運用のあり方（医師会・アカデミアによる検証または認証）の必要性の視

点をもって議論していけるほうがよい。 



 （長島委員）健全な事業者が育つのを支援する意味でも、学会や医師会が「ガ

イドライン等で事業者育成に積極的に関わること」「民間事業者団体の中での

認定等にも医療専門職が関わること」「ガイドライン遵守のチェック機能」が

重要である。例えば、質を担保するしくみ（チェックシートを作成し、問題や

懸念があれば医療専門職が支援すること等）については、基本的な考え方とし

ておく方がよい。 

 （石見理事）セルフチェックシート等の提示はよいと思う。 

 （長島委員）利用者に対しても、民間サービス・機能を選ぶ際のチェックシー

トを作ってあげるとよい。 

 （阪本理事）災害時、休薬するとリスクが高まる薬剤情報のアラートの構築を

検討しているが、投薬情報は本ガイドラインの範囲に含まれるか。その場合、

各診療科の専門医がピックアップした情報はエビデンスになり得るか。 

 （石見理事）投薬情報は本ガイドラインの範囲に含まれると考えている。 

 （長島委員）各学会が、疾患・病態別に PHR のためのガイドラインを作成し

て、薬剤に関すること（災害時の長期休薬のリスク等）について、かかりつけ

医（主治医）がそれを見てきちんと指導し、その指導が PHR の中に組み込まれ

るのが理想的である。 

 （阪本理事）一定基準の情報を薬剤師に共有した上で、薬局での投薬時に説明

してもらうことを検討しているが、このような運用は安全性の観点から問題な

いか。ガイドライン上、最低限の質を担保していると言えるのか。 

 （石見理事）そのような運用は、PHR のみではなく、医療サービスの範疇とし

て推奨されるべきことであると思う。PHR 事業者側にも情報提供して、一定の

専門家からの推奨や提案を遵守することを促すしくみを構築することも本ガイ

ドラインの役割となる。 

 （阪本理事）ガイドラインを基にして、看護師や薬剤師が介入する場面もあり

得るという理解でよいか。 

 （長島委員）その点は PHR のみではなく、各医療機関における安全性確保の問

題であるので、各医療機関で体制を整えておくことが重要であり、さらにその

情報を患者にも伝え、PHR にも反映されることが重要である。 

 （石見理事）医療外になる健康相談において PHR を用いてサービス提供できる

スキームを拡げていけるとよい。各学会から PHR の安全性・有効性を担保する

ために必要な情報を提供してもらう取り組みは重要かもしれない。 

 （長島委員）国民が主役となるという意味では、PHR が重要という認識を各学

会で認識していただいて、そのために各学会で「PHR として持つべき情報や伝

え方」を決めてもらうのが原則になる。したがって、医師会としても、このよ

うなことを進めないと PHR は活性化しないということを提言して、医学界に働

きかけをしたいと考えている。 

 （阪本理事）災害対応において、誤った情報があると医療のリスクになる。災

害時の対応として QR による情報（検査値、服薬情報等の入力ミスのない信頼



できる情報）のみを用いることを検討している。そのような点は、災害時にお

ける PHR のリスクとなり得るか。 

 （石見理事）そのような点も重要であると考えるので、様々なユースケースの

中に、災害・救急時の活用に関するユースケースを示すことも記載すべきこと

の一つとなるのでは。 

 （長島委員）救急災害時に、スマホからの情報をいかに有効に（通常時は安全

に）使用できるか重要なので、その部分も民間事業者に活躍していただけると

ありがたい。その際に、情報の信頼性として、どこ（だれ）からの情報なのか

が重要なので、その点も PHR サービスとして対応できるとよい。 

 （石見理事）ガイドラインの「規制」と「推奨」の部分を明確にした方がよ

い。「規制」だけではサービスは拡がらないので、例として、救急・災害時に

有効と思われるシステム等をガイドラインとして「推奨」する、そのようなシ

ステムがあるとポイントを提供する・認証する等のしくみが育つことが理想だ

と思う。 

 （長島委員）災害セットのようなしくみを提示するのはよいと思う。 

 （石見理事）救急隊や救急医が伝える情報等は、将来的に ISO/JIS などの標準

規格で拡がるとよいのでは。 

 （長島委員）だれ（どのような資格を持った人）が PHR にアクセスしたかのロ

グを残し、後から検証可能とすることも重要かと思う。 

 （大神理事）救急災害時に個人のデータを持っていることが重要だと思う。

PHR を考える上で想定しているのが、キャッシュカードのような IC チップの

中に PHR を持っていて自分の意志で使えることである。紙で健診結果を返却し

ても、多くの人が保管していないので、今までの健診情報を利用できるだけで

も有用であると思う。そこにリコメンド機能が反映されて、自身の行動変容に

繋がるツールになると画期的なものになると考える。サービスの活用範囲から

考えると、保健医療サービスに関わる人（介護やコメディカルを含む）が、

PHR を活用しつつ各々のサービスを提供することになるので、しっかりとした

ルールを決めておく必要があると考えている。 

 （長島委員）リコメンド機能は極めて重要だが、PHR サービスとしてすべてを

行うのは難しいので、かかりつけ医や産業医が患者・職員に行う「リコメン

ド」を PHR に保管でき、かつ、その中の日常生活指導を遵守できているかを

PHR サービスの方でチェック・アドバイスするという形のほうが、役立つもの

になるし、現実的でもあるのではないか。 

 （石見理事）医師が想定していないサービスが同時に拡がること（または促す

こと）も重要と考えているので、その点では、安全・リスクの範囲を規定しつ

つも、安全な範囲内で自由なサービスを展開してよいことも記載できるとよい

のでは。 

 （長島委員）「安全な範囲」や「医療関係者とはどのような国家資格を持った

人か」等を提示できるようなシステムになるとよい。 

 



4． その他 

 スケジュールおよび今後の進め方について 

 スケジュールとしては、2 月の事業終了までに、会議開催は 2 回のみの予定。 

 

【今後の進め方】 

- スライド（本ガイドラインの対象範囲）の修正 

- 具体的なユースケースのリストアップ（産業保健については大神理事に

もご助言いただく） 

- 上記を元に、具体的な内容の記載を行う 

 

 次回会議までに、「ユースケース」「視点・論点」をリストアップし、それを踏

まえて方向性を検討し、12 月までに内容を書き込んでいく。 

 部会員を中心にたたき台を作成し、大神理事を中心に内容を固めていく方向で進

めたい。 

→ 異議なし 

 

・ フォーラム開催について 

・ 2 月に成果報告を兼ねてフォーラム開催を予定している（コロナの状況を踏まえ

てハイブリットでの開催を想定）。2 月 11 日（木）を候補日としている。 

→ 医療部会委員からは異議なく、2月 11日を開催日とすることで了承 

 

・ 次回の医療部会開催日 

 11 月 12 日（木）12：00～14：00 

 

 

以上 


